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1. ８月中旬までの需給調整市場の動き

2. 価格規律の検討について
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前日取引（三次調整力②）の動き（４月１日～８月10日）

⚫ ４月１日から８月10日までの前日取引の概況は以下のとおり。(４～６月は確報値、７・８月は速報値)

⚫ ８月に入り北海道エリアの平均約定単価が大きく上昇（７月:2.44円 → ８月:25.19円）している。

⚫ ７月以降も募集量の低減により、ΔkWの約定量、想定費用は多くのエリアで低下しているが、東京エリア
の７月の想定費用は前月よりも大きく上昇（６月:12.29億円 → ７月:24.43億円）している。

※1 平均約定単価は、想定費用/約定量合計。 ※2 4月は前日市場における二次②、三次①の追加調達分も含む。
※3 ８月は８月1～10日までのデータを使用している点に注意。※4 想定費用は、案件ごとの約定単価×約定量を足し上げて算出。未使用の起動費はTSOに返還される点に注意。

EPRXデータより事務局にて作成。
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（参考）前日取引（三次調整力②）の動き（４月１日～８月10日）
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（参考）前日取引（三次調整力②）の動き（４月１日～８月10日）

※ ８月は８月1～10日までのデータを３倍して比較
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週間取引（一次～三次①）の動き（４月１日～８月10日）

⚫ ４月１日から８月10日までの週間取引の概況は以下のとおり。(４～６月は確報値、７・８月
は速報値)

⚫ 北海道と九州エリアにおいては、他エリアと比して平均約定単価が高い状況が続いている。また、
九州エリアにおいては、９エリアで最も想定費用が高い状況が続いている。

※1 平均約定単価は、想定費用/約定量合計。 ※2 ８月は８月1～10日までのデータを使用している点に注意。
※3 想定費用は、案件ごとの約定単価×約定量を足し上げて算出。未使用の起動費はTSOに返還される点に注意。

EPRXデータより事務局にて作成。
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週間取引（一次～三次①）の動き（４月１日～８月10日）
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週間取引（一次～三次①）の動き（４月１日～８月10日）
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各エリアの調達率の動向（４月１日～８月10日）

⚫ ４月１日から８月10日までの調達率の状況を確認したところ、引き続き、東京エリアに
ついては、一次調整力及び二次調整力①の調達率が他エリアと比して著しく低い。

⚫ 他方、中部エリアについては、一次調整力及び二次調整力①の応札が７月下旬から
出てきていることや、揚水発電機のΔkWを随意契約で調達したことに伴う週間商品
の募集量見直し※の影響により、７月下旬以降、調達率が多少改善している。（参
考：スライド12～13）

⚫ 引き続き、調達率の状況を注視していく。

※ 第98回制度設計専門会合（2024年６月25日）において、中部エリアにおけるΔkWの調達について、ブラックスタート機能
契約のある揚水発電機を随意契約で確保することが整理された（契約容量：約61万kW、契約期間：2024年７月20日
～2025年３月31日）。これにより、需給調整市場の週間商品の中部エリア募集量が７月20日受渡分より見直されている。



北海道エリアの調達率（4月1日～8月10日）
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●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②



東北エリアの調達率（4月1日～8月10日）
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●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②

（ 5月18～24日は大型火力機が起動していなかったことから調達率が低下したと考えられる。）



東京エリアの調達率（4月1日～8月10日）

●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②
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中部エリアの調達率（4月1日～8月10日）

●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②

（中部エリアでは、ΔkWの随意契約による調達が7月20日から開始されたことから、週間商品の募集量が7月20日受渡分より見直されている。）
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北陸エリアの調達率（4月1日～８月10日）

●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②
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関西エリアの調達率（4月1日～８月10日）

●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②
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中国エリアの調達率（4月1日～８月10日）

●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②
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四国エリアの調達率（4月1日～８月10日）

●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②
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九州エリアの調達率（4月1日～８月10日）
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●一次調整力

●二次調整力①

●二次調整力②

●三次調整力①

●三次調整力②
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（参考）余力活用契約に基づく起動指令について（４月１日～）

⚫ 前回会合での報告に引き続き、４月１日から８月９日までに余力活用契約に基づく起動指令
が何回行われたか確認した。

⚫ 週間取引の調達率が低いエリア（特に中部）については起動指令の回数が多い傾向があった。

⚫ 起動費等の動向について引き続き注視していく。

（回） 北海道 東北 東京 中部 北陸

4月 0 約0.1億円 約0.4億円 約2.2億円 約0.4億円

5月 約4.2億円 約1.2億円 約3.5億円 約6.0億円 0

6月 0 約0.6億円 約2.8億円 約5.3億円 0

7月 約0.8億円 約1.1億円 約4.4億円 約2.5億円 0

8月 算定中 算定中 算定中 算定中 ０

起動費と最低出力費用（概算値を含む）（速報値）余力活用契約に基づく起動指令の回数

※上グラフの対象は、BG計画上停止していた電源（GC以降に調整可能な電源を除く）
の追加起動としている。

関西 中国 四国 九州

4月 0 約6.5億円 0 0

5月 0 約2.8億円 0 0

6月 約4.1億円 約3.1億円 約0.1億円 0

7月 約1.6億円 約1.2億円 約0.2億円 約1.2億円

8月 算定中 算定中 ０ 算定中

※上表の費用には、起動済電源の余力を調整力として活用したコ
スト等は含まれておらず、余力活用電源の運用コスト全体を表し
ているわけではない点に注意。
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1. ８月中旬までの需給調整市場の動き

2. 価格規律の検討について
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本日の議論

⚫ 前回会合では、価格規律について、起動費をΔkW価格に計上せず事後精算とする案
について、第98回制度設計専門会合（2024年６月25日）で提示した２案の実務
的な課題について考察した結果、対応策の精査が必要という結論に至った。

⚫ また、現行の入札方法を前提に事後的に起動費の取り漏れ分を精算するだけであれば、
既に起動費の取り過ぎ分の事後精算は行っているため、他の運用に影響を与えることな
く実務的に対応可能と考えられることから、こうした方向性で今後対策案を検討すること
を示した。

⚫ 今回、現行の入札方法を前提とし事後的に起動費の取り漏れ分を精算するだけとした
場合に、具体的にどういう案が考えられるかを検討したので、その内容について、御議論
いただきたい。



22

起動費の事後精算案

⚫ 現行の入札方法を前提とし事後的に起動費の取り漏れ分を精算する場合の運用ルー
ルとしては以下の案が考えられる。次頁以降、各項目について具体的な検討を行った。

起動費の事後精算案

１．ΔkW価格の設定方法

✓ ΔkW価格への起動費の計上は、これまでの起動費２回分から１回分までに変更し、取り
漏れた起動費を当該年度の先々の取引において計上することを許容しない。

✓ １回分の起動費は、各応札ブロックに均等割で計上する。

２．起動費の精算範囲

✓ 需給調整市場ガイドラインにおける起動供出札の機会費用は、「起動費」及び「最低出力
までの発電量について卸電力市場価格（予想）と限界費用との差額」であるため、これら
の費用を事後精算の対象範囲とする。ただし、入札の結果、歯抜け約定が発生し、歯抜け
約定部分を最低出力で待機させるより、一度停止して、再度起動させる方が経済的であ
れば、停止・起動にかかる機会費用を対象とする。

３．起動費の精算タイミング

✓ 余力活用契約の起動費精算に準じる（月単位での精算）。
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ΔkW価格の設定方法①

⚫ 現行の需給調整市場ガイドラインでは、起動費等の入札価格への反映は２回分までしか認めて
おらず、２回分の起動費等を各入札ブロックに約定確率を考慮して按分するなどにより対応するこ
ととなっている。また、取り漏れが生じた起動費等については、その相当分の額について当該年度の
先々の取引において計上することを許容することを基本としている。

⚫ 今回、起動費等を事後精算するのであれば、入札価格への反映は１回分で十分であり、かつ、
取り漏れた起動費等を当該年度の先々の取引において計上する必要もない。また、事後精算さ
れるのであれば、起動費等を入札価格に反映しないという行動もあり得るが、この点は前回会合
でも示したとおり、市場調達におけるメリットオーダー確保の観点から、起動費等は必ず入札価
格に反映することが必要。

需給調整市場ガイドライン（抜粋：ΔkW価格への起動費等※の計上）

※需給調整市場ガイドラインに記載の「起動費等」
は、「『起動費』、及び、『最低出力までの発電量
について卸電力市場価格（予想）と限界費用
との差額』の機会費用」を指す。
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（参考）案２において起動供出札0.33円が多数応札することの問題点

⚫ 案２を適用した場合、本来は起動費等を考慮して応札価格が形成されるのが望ましい
ところ、起動費等は事後精算となるため、起動供出札の価格は一定額（0.33円）が
並ぶことが想定される。このため、メリットオーダーが機能しなくなり、市場を通じた効率
的な電源等の確保が困難となる。

– 0.33円の起動供出札が募集量を超過した場合、現在の約定システム（MMS）上は、どの0.33円の札を落札するか
はランダムに決まる。

価格

量

0.33円

Ａエリアの応札電源

Ａエリア以外の応札電源

電源
①

電源
②

電源
③

電源
④

電源
⑤

電源
⑥

電源
⑦

電源
⑧

募集量

現行の約定ロジックでは、属
地（Ａエリア）優先で約定さ
せることができたとしても、属地
内での優先順位はMMS上
設定できない。
（MMSでは電源①～④がラ
ンダムに約定される）

0.33円の応札が多数発生するイメージ（調達エリアをＡエリアとする）

起動費等のコストが入札
価格に反映されないため、
メリットオーダーが機能せ
ず、真にコストの安い電源
が確保できない。

第99回制度設計専門会合 
資料4（2024年7月）
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ΔkW価格の設定方法②

⚫ 起動費等を入札価格に反映する際に、現行の需給調整市場ガイドラインを踏まえれば、
１回分の起動費等を各入札ブロックに約定確率を考慮して按分するなどにより対応する
こととなる。

⚫ 他方、今回、起動費等を事後精算するのであれば、各入札ブロックに起動費等が按分
計上されている場合、一般送配電事業者による事後精算実務が複雑となる懸念があ
る。

⚫ したがって、起動費等を各入札ブロックに均等割で計上すれば、事後精算実務が円滑
になるのではないかと考えられる。

– 按分計上で戦略的に行動し、起動費等を取り漏れることなく対応している発電事業者の存在もあるため、詳細は引き続
き要検討。
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起動費の精算範囲

⚫ 需給調整市場ガイドラインにおける起動供出札の機会費用は、「起動費」及び「最低出力までの
発電量について卸電力市場価格（予想）と限界費用との差額」であるため、これらの費用を事
後精算の対象範囲とするのが妥当と考えられる。

– 特に2025年度からは三次調整力②の取引単位が３時間単位から30分単位となるため、歯抜け約定がこれまでよりも
多く発生する可能性があることからも、最低出力までの発電コストを事後精算の対象範囲とするのは妥当と考える。

⚫ ただし、入札の結果、歯抜け約定が発生し、歯抜け約定部分を最低出力で待機させるより、一
度停止して、再度起動させる方が経済的であれば、停止・起動にかかる機会費用を対象とする
ことも考えられる。

– 事後精算額の計算において、「卸電力市場価格（予想）」に何を採用するかなど、詳細は引き続き要検討。

需給調整市場ガイドライン
（抜粋：機会費用の考え方）
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起動費事後精算案の実施に向けた課題

⚫ 起動費事後精算案の運用が機能するためには、ΔkW契約の当事者間で適切な精算
実務が行われることが前提。既に起動費過回収分の事後精算は行われているが、本
案を整理するに当たっては、事前に起動費過回収分の返還が適切に行われているかを
確認した上で、進めることが適切と考える。

⚫ したがって、今後、起動費過回収分の返還状況について実態調査を行い、その調査結
果について制度設計専門会合にて報告することとしたい。
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今後の対応

⚫ 今回提示した起動費事後精算案について、この方向性で問題なければ詳細検討を進
めていくこととしたい。

⚫ また、本案の検討と並行して、起動費過回収分の返還状況について実態調査を行い、
その調査結果について制度設計専門会合にて報告することとしたい。

⚫ なお、前回会合でも確認したとおり、本案の検討は、東京及び中部エリアの発電事業
者及び小売事業者による週間取引の応札拡大に向けた取組の対応状況を踏まえつ
つ進めていくことから、引き続き、その対応状況を確認していく。


